
「見つからなければいいや」そんな考えでいいのでしょうか。

あなた１人の問題ではないのです。事故を起こして相手にケガ
をさせたり、死亡させた場合には刑事・民事責任が重くのしかか

り、あなたの一生が台無しになりますよ。

飲酒により判断能力等は低下し、交通
違反や交通事故に直結する可能性あり
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